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（仮 訳）

日本国内における合衆国軍隊の使用する施設・区域外での

合衆国軍用航空機事故に関するガイドライン

１．目 的

、 （ 「 」日本国内で 合衆国軍隊が使用する施設・区域 以下 米軍施設・区域

という ）の外において航空機が墜落し又は着陸を余儀なくされた際に適用。

される方針及び手続を定めることを目的とする。

２．適用範囲

本ガイドラインは、日本国政府及び都道府県その他の地方当局のすべて

の機関及び職員に適用される。本ガイドラインは、米軍施設・区域のすべ

ての合衆国軍隊部隊並びに日米地位協定第１条及び第 条に規定するすべ14
ての者に適用される。

３．一般的方針

、 。航空機は 意図した目的地以外の場所に着陸せざるを得ない場合がある

、 、 、このような場合 特に 航空機が墜落した場合又は負傷者を伴う場合には

すべての関係する機関が、関連の規則と役割を理解していることが必要で

ある。被害者の救助に関係する地方の機関又は当局の間では、相互の緊密

な連携及び調整が不可欠である。合衆国軍用航空機が着陸を余儀なくされ

た場合には、本ガイドラインの ( )に規定する日本国の当局への通報が行4 1
われるとともに、時宜により本ガイドラインに規定する他の必要な手続が

とられる。

( )合衆国軍用航空機が日本国内で米軍施設・区域の外にある公有又は私1
有の財産に墜落し又は着陸を余儀なくされた場合において、日本国政府

の職員又は他の権限ある者から事前の承認を受ける暇がないときは、合

衆国軍隊の然るべき代表者は、必要な救助・復旧作業を行う又は合衆国

財産を保護するために、当該公有又は私有の財産に立ち入ることが許さ

れる。ただし、当該財産に対し不必要な損害を与えないよう最善の努力

。 、が払われなければならない 日本国政府の当局及び合衆国軍隊の当局は

墜落現場又は余儀なくされた着陸の現場において、許可のない者が事故

、 。現場の至近に立ち入ることを制限するため 共同して必要な規制を行う
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( )合衆国軍用航空機が日本国内で米軍施設・区域の外にある公有又は私2
有の財産に墜落し又は着陸を余儀なくされた場合において、事故現場を

行政上管轄する地方当局は、救助、応急医療、避難、消火及び警察の業

務を含む必要な業務を適宜行う。

４．手続

( )通 報1
、 、 、現地レベルでは 日米間の双方向の通報制度が活用され これによって

米軍施設・区域と、防衛施設局、警察及び消防、並びに日本国政府の管轄

権の下にある水域の場合には海上保安庁との間で、米軍施設・区域外での

航空機の墜落又は余儀なくされた着陸に関する緊急情報を交換することが

可能となる。事故への対応に関係する場合は、以下の情報が判明し次第提

供される。

(ｲ)航空機の種類及び乗員数

(ﾛ)事故の場所（詳細な情報がしばしば現地の住民から提供される ）。

(ﾊ)搭載燃料の概算量

(ﾆ)救助及び消火活動を阻害し得る危険な搭載物又は兵器の量及び種類に

関する情報

(ﾎ)被害者の数、国籍及び状態

(ﾍ)必要に応じ、救助・復旧活動を行うために不可欠なその他の緊急情報

( )航空機が米軍施設・区域の外に着陸した場合、責任を有する職員は以下2
のとおりである。

(ｲ)日本国政府

警察業務について、現地警察署長若しくは現地警察署長に指名された

代理、又は日本国政府の管轄権の下にある水域の場合には海上保安庁の

代表者。消火及び救助活動について、現地消防本部の消防長若しくは消

防長に指名された代理、又は日本国政府の管轄権の下にある水域の場合

には海上保安庁の代表者。

(ﾛ)合衆国軍隊

以下の者のうち、現地への到着順とする。

( )墜落機又は着陸を余儀なくされた航空機に搭乗していた指揮官又はa
幹部であって、職務の遂行が不能となっていない者。
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( )緊急対応を担当する合衆国軍隊の要員又は米側の消防幹部（初動のb
現場指揮官として指名された場合）

( )初動の対応が終了し、調査チームが組織された後にあっては、合衆c
国軍隊航空機事故調査官

( )それぞれの責任を有する職員は、他方の国の責任を有する職員に対し、3
可能な限り早い時点で、自らの身分を知らせる。

( )救助活動4
乗務員、乗客及び地上で負傷した人の救助が最重要であることから、日

本国政府及び合衆国軍隊の責任を有する職員は、医療要員並びに消防及び

救助の装備及び要員が事故現場に直ちに立ち入ることを許可する。

( )事故現場への立入制限5
立入りが制限されるべき事故現場の区域及び立入制限の期間に関して、

日本国政府及び合衆国軍隊の責任を有する職員の間で、共通の理解に到達

する。このような共通の決定に至るに当たっては、以下の要件が考慮され

る。

(ｲ)死傷者の移送

(ﾛ)消防その他の安全のためにとられる措置

、 、 、(ﾊ)二次災害をもたらす物質の確認 及び 当該物質が存在する場合には

汚染の拡大を防止するための汚染管理能力の確立

(ﾆ)機密の装備又は資材に係る機密漏洩防止

(ﾎ)航空機事故調査及び請求調査のための証拠保全

(ﾍ)見物人等の整理

(ﾄ)合衆国の財産及び他の公有又は私有の財産の保護の確保

(ﾁ)公衆及び合衆国軍隊の利益に最大限かなうこと

(ﾘ)上記(ﾆ)、(ﾎ)及び(ﾄ)の要件が満たされた後、可能な限り早期に残骸を

撤去すること

(ﾇ)状況を考慮しつつ、また、常識的な原則を用いて、事故現場を可能な

限り小さく設定し、かつ、制限の期間を可能な限り短くすること

( )事故現場の立入規制6
最初に救助に対応する組織は、当初、現場への立入規制を行い、救助及
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び消火活動と両立可能な範囲で、事故調査チームが任務を果たすことが可

能となるよう事故現場の保全を行う。現場管理・立入規制は、通常二つの

規制線を伴う。第一は、安全性の観点から立ち入るべきではない距離によ

り決定される、事故現場至近周辺の「内周規制線」であり、第二は、見物

人の安全を確保し、かつ、円滑な交通の流れを促進するために設けられる

「外周規制線」である（内周規制線の内側の区域を制限区域、外周規制線

の内側の区域を規制区域という 。日本国の法執行当局は、現場に到着次。）

第、外周規制線を設定し、立入規制の責任を負う。内周規制線には、特別

の場合を除き、日米共同で人員が配置される。内周規制線の制限区域への

立入りは、合衆国及び日本国の責任を有する職員の相互の同意に基づき行

われる。合衆国側は、すべての残骸、部分品、部品及び残渣物に対して、

管理を保持する。

(ｲ)内周規制線には、制限区域への立入りを取り扱うため、立入規制点

（ ；以下「 」という ）が一カ所設けられる。そEntry Control Point ECP 。

の他の地点からの制限区域への立入りは認められない。内周規制線に配

置されるすべての人員は、 の場所につき説明を受け、 以外の地ECP ECP
点で立入りを要請してきた者に対し、 に赴きそれぞれ日本国政府又ECP
は合衆国の責任を有する職員と連絡をとるよう案内する。日本国政府及

び合衆国の責任を有する職員は、 に配置され、立入要請の処理及びECP
調整を行う。立入規制の責任については以下のとおりとする。

、 。(ﾛ)合衆国及び日本国の当局は 緊密に調整し立入規制の任務を遂行する

一般的に、制限区域への立入りは、立入りの権利及び必要性を有する者

に限定される。合衆国軍隊関係者以外の者が４ （６）の柱書の規定に．

基づく立入許可を得るために行う要請は、日本国の責任を有する職員又

はその代理に付託される。合衆国軍隊関係者が立入許可を得るために行

う要請は、合衆国の責任を有する職員又はその代理に付託される。立入

りを要請する日本国又は合衆国の者は、可能な場合には、その者の属す

る国の政府の職員から当該要請の諾否を通知される。

(ﾊ)現場警備のため配属される合衆国軍隊の要員は、制限区域の範囲、見

物人等への対応に当たっての外交的配慮と臨機応変な対応の必要性、立

入要請を行う合衆国軍隊関係者が要請を付託すべき合衆国軍隊の職員の

氏名及び配置場所、並びに立入要請を行う合衆国軍隊関係者以外の者が

要請を付託すべき日本国政府の職員の氏名及び配置場所について、徹底

した説明を受ける。この説明においては、日本国政府の当局が合衆国軍
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隊関係者以外のすべての者を規制する責任を有すること、及びそのよう

な日本国政府の職員を通じて業務を行うことの重要性が強調される。

( )見物人等の整理7
(ｲ)日本国の警察又は海上保安庁の職員は、事故現場又はその近傍にいる

。 、見物人等を整理する これらの日本国政府の当局が到着するまでの間は

合衆国軍隊の要員が、その権限の範囲内で、当該見物人等を整理するこ

とができる。

、 、(ﾛ)日本国の警察又は海上保安庁の職員がいる場合 合衆国軍隊の要員は

要請があるときは、見物人等の整理につき、これらの日本国政府の職員

を支援することができる。

(ﾊ)合衆国の当局から日本国の当局に対して写真が撮影されないよう要請

がある場合は、日本国の当局は、現場の写真撮影（ビデオ撮影を含む）

を行おうとする報道関係者その他の者に対し事情の説明を行った上で、

いかなる強制手段も用いることなく（ただし、日本国の法律によって認

められる場合は、この限りでない 、撮影の中止に係る合衆国の当局の。）

要請を伝達する。

５．広報

報道関係者と政府職員との間の効果的な連絡を確立することは、これら

の種類の事故の際に極めて重要である。日本国政府及び合衆国の責任を有

する職員は、記者説明、対外公表等の実施に当たって調整する。この調整

には、取材場所や共同情報掲示板の設定その他同様の活動が含まれ得る。

６．訓練及び会合

合衆国及び日本国の関係する当局及び人員は、事故の際に迅速かつ的確

に本ガイドラインを実施するため、定期的に訓練を行う。合衆国及び日本

国の関係する当局及び人員は、相互の連絡を保つため、少なくとも年一回

会合を持つ。詳細は現地レベルで調整される。

（了）


